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○

宅配便によ6申告書の提出H

Q:当社は11月決算の法人ですので、1

月末が法人税の申告期限となります。

ところで、今回から申告書を郵送ではなく

宅配便で送付しようと思うのですが、宅配便

の場合も郵送のように宅配を依頼した日を提

出日としてもらえるのでしょうか。

A:宅配便の場合は税務署が申告書を収受

した日が提出日とされます。

【解説】

申告書の効力の発生時期に関する取扱いに

ついては、税法上特別な規定は設けられてい

ませんので、民法上の原則である到達主義に

より、それが到達した時に効力が生じること

になります。

ただし、次のような書類などが郵送された

場合には、郵便物の通信日付（スタンプ印）

により表示された日に提出されたものとみな

されることになっています。

(1)納税申告書

(2)課税標準申告書

(3)更正請求書

(4)異議申立書

(5)審査請求書

(6)延納届出書

ご質問の場合、郵送ではなく宅配便による

確定申告書の提出ですので、税務署で申告書

を収受した日をもって提出日とされます。月

末ぎりぎりに宅配便で送付される場合には、

期限後申告とならないよう注意してください。
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